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3）より的確なアドバイスの提供
　出願案件ごとの依頼であっても，弁理士は
その出願案件に関する特許戦略に関するアド
バイスを行うことはできる。しかし，弁理士
が企業の特許戦略会議に参加することで，そ
の企業の経営戦略や，その事業の置かれてい
る状態をより深く理解できる。これにより，
例えば，発明を特許出願，ノウハウのいずれ
で保護すべきかなどの問いに対して，企業の
事業方針や将来の事業展開予想を踏まえたよ
り的確な回答を提供できると期待される。
4）競合企業の調査・分析
　弁理士はこれまでの業務でも発明を出願す
るにあたって先行文献調査を行い，その技術
を理解し，発明の新規性，進歩性を検討する
ことを行ってきた。したがって，競合他社の
特許文献から競合他社の技術動向を調査し，
分析することについてはたけているといえよ
う。そのような調査・分析データを特許戦略
会議の場で入手できることで，正しい特許戦

略の方向性を早い段階で見いだすことに大い
に役立つと考える。

まとめ

　競合他社が存在する企業においては，競合
他社の技術をベースに自社発明を再評価する
特許戦略会議の場を持つだけでも，特許権は
これまで以上に事業収益向上に寄与するもの
になるはずである。さらには，その特許戦略
会議に外部弁理士の力を活用し，結果として
質の高い特許出願が増えることで，特許権を
活用した高付加価値の新技術がいっそう増え
ることを期待している。
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